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ブラックストーン・プライベート・
クレジット・JPYファンド（毎月分配型）

当ファンドは、特化型運用を行ないます。

当ファンドは、流動性の低い資産を主な投資対象とするため換金性に欠ける場合があります。
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第一部【証券情報】 

(1)【ファンドの名称】 

ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPY ファンド（毎月分配型） 

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】 

 追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。 

 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ

れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 

 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規

定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お

よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、

振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されること

により定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振

替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益

権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 

 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無

記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

 

(3)【発行（売出）価額の総額】 

① 当初申込期間 1,000 億円を上限とします。 

② 継続申込期間 10 兆円を上限とします。 

 

(4)【発行（売出）価格】 

① 当初申込期間 1 万口当たり 1万円とします。 

② 継続申込期間 1 万口当たり取得申込受付日の翌月 27 日（休業日の場合翌営業日）の基準

価額とします。 

  基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。 

   大和アセットマネジメント株式会社 

    電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の 9:00～17:00） 

    ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(5)【申込手数料】 

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3％（税抜 3.0％）となっていま

す。 

 具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。 

 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。 

 ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 

 

(6)【申込単位】 

 500 万円以上 1 円単位または 500 万口以上 1口単位 

 

(7)【申込期間】 

① 当初申込期間 2025 年 6 月 16 日から 2025 年 6 月 27 日まで 

② 継続申込期間 2025 年 7 月 1 日から 2026 年 6 月 19 日まで 

（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。） 

 

(8)【申込取扱場所】 
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 下記にお問合わせ下さい。 

  大和アセットマネジメント株式会社 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の 9:00～17:00） 

   ホームページ               https://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(9)【払込期日】 

① 当初申込期間 

受益権の取得申込者は、当初申込期間中に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料お

よび申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。）を販売会

社において支払うものとします。 

販売会社は、当初申込期間中における取得申込金額の総額を、当初設定日（2025 年 6 月 30

日）に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま

す。 

② 継続申込期間 

  受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さ

い。）までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとします。 

  販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託

が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座

に払込みます。 

 

(10)【払込取扱場所】 

 受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込

取扱場所については、前(8)をご参照下さい。 

 

(11)【振替機関に関する事項】 

 振替機関は下記のとおりです。 

 株式会社 証券保管振替機構 

 

(12)【その他】 

 該当事項はありません。   
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第二部【ファンド情報】 

  

第１【ファンドの状況】 

  

１【ファンドの性格】 

  

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】 

  当ファンドは、主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資を行ない、

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 

  一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 

 

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無

を記載しております。 

  

（注 1）商品分類の定義 
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単位型・ 

追加型 

単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の

追加設定は一切行なわれないファンド 

追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ

従来の信託財産とともに運用されるファンド 

投資対象 

地域 

国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）

において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資

産を源泉とする旨の記載があるもの 

海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの 

内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を

実質的に源泉とする旨の記載があるもの 

投資対象 

資産 

株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に株式を源泉とする旨の記載があるもの 

債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に債券を源泉とする旨の記載があるもの 

不動産投信（リー

ト） 

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券

を源泉とする旨の記載があるもの 

その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする旨

の記載があるもの 

資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）および

その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と

する旨の記載があるもの 

独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ

ネージメント・フ

ァンド） 

「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ 

ＭＲＦ（マネー・リ

ザーブ・ファンド）

「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ 

ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480

号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび

に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に

規定する上場証券投資信託 

補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨

の記載があるもの 

特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必

要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

  

（注 2）属性区分の定義 

投資対象 

資産 

株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの 

大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ

るもの 

中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が

あるもの 

債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの 

公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債

（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。）

に主として投資する旨の記載があるもの 

社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
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る旨の記載があるもの 

その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投

資する旨の記載があるもの 

格付等クレ

ジットによ

る属性 

目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ

るもの 

不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資する

旨の記載があるもの 

その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー

ト）以外に投資する旨の記載があるもの 

資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ

るもの 

資産複合 資産配

分固定型 

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ

いては固定的とする旨の記載があるもの 

資産複合 資産配

分変更型 

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ

いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固

定的とする旨の記載がないもの 

決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの 

年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの 

年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの 

年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの 

年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある

もの 

日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの 

その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの 

投資対象 

地域 

グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を

源泉とする旨の記載があるもの 

日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を

源泉とする旨の記載があるもの 

北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資

産を源泉とする旨の記載があるもの 

欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資

産を源泉とする旨の記載があるもの 

アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア

ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの 

オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地

域の資産を源泉とする旨の記載があるもの 

中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の

資産を源泉とする旨の記載があるもの 

アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域

の資産を源泉とする旨の記載があるもの 

中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の

資産を源泉とする旨の記載があるもの 

エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング

地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載がある

もの 

投資形態 ファミリーファン

ド 

目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに

のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するも

の 
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ファンド・オブ・ 

ファンズ 

「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・

オブ・ファンズ 

為替ヘッ

ジ 

あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為

替のヘッジを行なう旨の記載があるもの 

なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ

るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの 

対象イン

デックス 

日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨

の記載があるもの 

ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす

旨の記載があるもの 

その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ

ざす旨の記載があるもの 

特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極

的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは

逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす旨

の記載があるもの 

条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組

みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価

額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値によ

り定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるも

の 

ロング・ショート型

／絶対収益追求型 

目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求

をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を

めざす旨の記載があるもの 

その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ

にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも

の 

 

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホーム

ページ（アドレス http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。 

 

＜信託金の限度額＞ 

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1 兆円を限度として信託金を追加することができます。 

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。   
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＜ファンドの特色＞ 
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9 

 

※換金には制限があります。（後掲２ 換金（解約）手続等をご参照下さい。） 
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＜投資対象ファンドの概要＞ 

◆以下は、目論見書作成時点での情報に基づくものであり、変更となる場合があります。 

 

1.「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（クラス I）」（米ドル建） 

形態/表示通貨 
米国 1940 年投資会社法に基づき、ビジネス・ディベロップメント・
カンパニー（以下、「BDC」）として規制を受けることを選択したデラウ
ェア州法定信託／米ドル建 

運用の基本方針 
投資目的は、インカムゲインを生み出すこと、また補助的に、長期的
な元本成長をもたらすことです。 

主要投資対象 

①プライベート・クレジット投資（私募により発行されたか、また
は非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券）
を主要投資対象とします。プライベート・クレジット投資は、(i) 
第一抵当優先担保付ローンおよびユニトランシェ・ローン（一般
的に投資規模の総額は 3 億米ドル未満ですが、基準は随時変更さ
れる可能性があります）、（ii）第二抵当優先担保付ローン、無
担保ローン、劣後ローンまたはメザニンローンおよびストラクチ
ャード・クレジット（一般的に投資規模の総額は 1 億米ドル未満
ですが、基準は随時変更される可能性があります）に加え、幅広
くシンジケートされたローン（アンカー投資家の役割を担うケー
ス）、クラブ・ディール（一般的に投資会社の小規模グループに
より投資が行なわれます）、およびその他債券・持分証券を通じ
て行なわれます。 

②幅広くシンジケートされたローンにも投資を行ないます。 

投 資 態 度 

①通常の状況下では、総資産（純資産および投資目的での借入金）
の少なくとも 80％を、プライベート・クレジット投資対象に投資
する予定です。 

②また、総資産の一部を、幅広くシンジケートされたローンにも投
資します。このような投資は、一般的に流動性が高く、流動性管
理と魅力的な投資リターンを提供することを目的としています。 

③ブラックストーンの持つ経験と専門知識を活かし、長期的な信用
パフォーマンスおよび元本保全に重点を置いたディフェンシブな
投資アプローチを採用します。原則として、投資顧問会社が相当
程度の信用保護をもたらすと考えるアセット・カバレッジ・レシ
オおよびインタレスト・カバレッジ・レシオを有するローンに投
資します。 

主な投資制限 

①投資の大部分は米国の非公開会社に対して行なわれますが、（そ
の資産の少なくとも 70％を米国の非公開会社に投資するという
BDC としての要件を遵守することを条件として）欧州企業およびそ
の他の非米国企業にもある程度投資することを見込んでいます。 

②米国 1940 年投資会社法に基づき、BDC として、負債資本倍率は
2：1 を超過しません。 

③一般的に、デリバティブはヘッジ目的での利用を基本とし、投機
目的での使用は行ないません。 

収益の分配 
毎月分配を予定しています。分配率および支払頻度は、随時変更され
る可能性があります。 

信託期間 無期限 

決算日 毎年 12 月 31 日 

評価日/基準価額 毎月末日の評価に基づいて、月に 1 回、基準価額が発行されます。 

管理報酬等 

管理報酬：当該月の最初の暦日の純資産総額の年率 1.25％（月次計
上、四半期後払い） 
成功報酬：以下の 2 つから構成されます。 
①インカムゲイン成功報酬（年率 5％のハードルレートを超過した場
合。キャッチアップ条件あり。）： 
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各暦四半期の「成功報酬発生前純投資インカムゲイン・リターン」
（以下に定義）の 12.5％（四半期後払い） 
成功報酬発生前純投資インカムゲイン・リターンとは、各暦四半期
中に発生した利息収入、配当収入およびその他のインカム収入か
ら、当該四半期中に発生した運営費用を差し引いた額、または当該
金額からの直前の四半期末時における純資産総額の収益率のいずれ
かをいいます。 
②キャピタルゲイン成功報酬： 
設定来から当該暦年度末までの累積実現キャピタルゲインから、全
ての累積実現・未実現損失と、支払い済みキャピタルゲイン成功報
酬の合計額を差し引いた額の 12.5％（年次後払い） 

ファンドの 
関係法人 

投資顧問会社：ブラックストーン・プライベート・クレジット・スト
ラテジーズ・エル・エル・シー 
副投資顧問会社：ブラックストーン・クレジット・BDC・アドバイザー
ズ・エル・エル・シー 
アドミニストレーター：ブラックストーン・プライベート・クレジッ
ト・ストラテジーズ・エル・エル・シー 
副アドミニストレーター：ブラックストーン・オルタナティブ・クレ
ジット・アドバイザーズ・エル・ピー 

 

2.ダイワ・マネー・マザーファンド 

運用の基本方針 
主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして

運用を行ないます。 

主要投資対象 本邦通貨表示の公社債 

投資態度 

①わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。 

②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（A－2格相当）

以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシ

ャル・ペーパーに投資することを基本とします。 

③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況

の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならび

に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあ

ります。 

設定日 2004年12月10日 

信託期間 無期限 

決算日 毎年 12 月 9 日（休業日の場合翌営業日） 

運用管理費用 

（信託報酬） 
なし 

委託会社 大和アセットマネジメント株式会社 

受託会社 三井住友信託銀行株式会社 
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当資料は、ブラックストーン･プライベート・クレジット・ファンド（以下｢投資対象ファン

ド｣）への投資を提案または勧誘するものではありません。ブラックストーン･インク（以下

その関連会社と合わせて｢ブラックストーン｣）や投資対象ファンドへの言及は、投資対象フ

ァンド、ブラックストーン、その他のブラックストーンの商品への投資の提案や勧誘と解釈

されるべきではありません。ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPY ファンド

（毎月分配型）（以下｢当ファンド｣）に投資する各投資家は、当ファンドの投資家でしかなく、

投資対象ファンドに対する直接的な利益や権利を持つわけではありません。投資対象ファン

ド、ブラックストーン･プライベート・クレジット・ストラテジーズ･エル･エル･シー（投資

対象ファンド投資顧問会社）、ブラックストーンは、いかなる立場でも、当ファンドのスポン

サーまたはマネージャーではなく、当資料の内容に責任を負いません。 

 

間接投資 

当ファンドの投資家は、投資対象ファンドの直接の投資家ではなく、投資対象ファンドと契

約上の関係はありません。また、当ファンドの投資家は、当ファンドへの投資に関して、投

資対象ファンド、ブラックストーン、またそれらの役員、取締役、メンバー、パートナー、

株主、従業員、代理人もしくは関連会社（またはそのような関連会社の役員、取締役、メン

バー、パートナー、株主、従業員もしくは代理人）に対する当事者適格や請求権を持たない

可能性があります。 

 

費用の重層構造  

投資対象ファンドは、投資対象ファンドの投資のパフォーマンスに応じて成功報酬を負担し、

投資対象ファンドの管理報酬およびその他の費用を負担します。これらの費用の一部は、当

ファンドが間接的に負担します。そのため、当ファンドの投資家が投資対象ファンドに直接

投資した場合よりも、投資家が負担する費用が大きくなります。これは、当ファンドの費用

が、一般的に、ファンド・オブ・ファンズ方式を使用しない他の投資事業体に関する費用よ

りも当ファンドの純資産に占める割合が高いためです。 

 

当ファンドと投資対象ファンドのパフォーマンスが異なる可能性 

当ファンドは、その資産のほぼすべてを投資対象ファンドに投資しますが、そのパフォーマ

ンスは投資対象ファンドが達成したリターンと同一にはなりません。当ファンドへの投資に

適用される費用および経費（手数料を含みます）は、必然的に当ファンドは投資対象ファン

ドよりパフォーマンスが下回る結果となります。さらに、投資対象ファンドに投資されてい

ない当ファンドの現金準備金の規模など、さまざまな要因が当ファンドと投資対象ファンド

のパフォーマンスの乖離に影響を与えることがあります。随時かつ長期的に、当ファンドの

パフォーマンスと投資対象ファンドのパフォーマンスに差異が生じ、一定の状況下では、そ

の差異が重大なものとなる可能性があります。 

 

目論見書に関する責任 

本目論見書は大和アセットマネジメントが単独で作成したものです。投資対象ファンド、ブ

ラックストーンおよびブラックストーンの関連会社は、本目論見書に記載されている情報を

独自に検証していません。投資対象ファンド、ブラックストーン･プライベート・クレジット・

ストラテジーズ･エル･エル･シー（投資対象ファンド投資顧問会社）、ブラックストーンおよ

びブラックストーンの関連会社のいずれも、本目論見書に掲載されている内容の利用や信頼

から生じる損失について、いかなる責任や義務も負いません。また、かかる情報の正確性、

完全性、信頼性に関していかなる表明や保証も行わず、かかる情報を更新する責任も負いま

せん。各社はこれに対するいかなる責任や義務も明示的に否認しています。本目論見書は、

投資対象ファンドの直接的な持分購入の提案、勧誘または招待を意図するものではありませ

ん。 

 

当ファンドの管理および統制 

当ファンドは、ブラックストーンおよび投資対象ファンドとは完全に分離・独立しており、

関連性のない独自の運用会社によって管理されています。当ファンドは、独立した別個のオ
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ルタナティブ投資ファンドであり、そのため、当ファンドの条件は変更される可能性があり、

投資対象ファンドの条件や、その他投資対象ファンドの資料に含まれ、または記載される内

容、ブラックストーンが提供する資料や情報 （ブラックストーンのウェブサイトを含みます）

に記載されている情報とは異なる可能性があります。 

 

投資対象ファンド、ブラックストーン（その関連会社を含みます）、またはそれぞれの関連会

社のいずれも、当ファンドの支配、管理、運営に参加する権利を有しておらず、大和アセッ

トマネジメントや当ファンドの運営に対する裁量権を有していません。また、逆に、当ファ

ンド、大和アセットマネジメント、またはそれぞれの関連会社のいずれも、投資対象ファン

ドまたはブラックストーンの支配、管理、運営に参加する権利を有していません。ブラック

ストーンと投資対象ファンドはいずれも、当ファンドへの投資家または投資予定者が当ファ

ンド対する投資の結果、被る可能性のある損失（その性質は問いません） について、投資家

または投資予定者との直接的な関係や責任を一切持ちません。 
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(2)【ファンドの沿革】 

2025 年 6 月 30 日 信託契約締結、当初設定、運用開始 

 

 

(3)【ファンドの仕組み】 

受益者  お申込者 

   収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金（※3） 

お取扱窓口 

 

販売会社 

受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

との契約（※1）に基づき、次の業務を行ないます。

①受益権の募集の取扱い 

②一部解約請求に関する事務 

③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い 

 に関する事務          など 

↑↓※1      収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※3） 

委託会社 

 

大和アセットマネ

ジメント株式会社

当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

託契約｣といいます｡）（※2）の委託者であり、次

の業務を行ないます。 

①受益権の募集・発行 

②信託財産の運用指図 

③信託財産の計算 

④運用報告書の作成        など 

↓運用指図 ↑↓※2        損益↑↓信託金（※3） 

受託会社 

 
三井住友信託銀行

株式会社 

 

再信託受託会社： 

株式会社日本カス

トディ銀行 

信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行な

います。なお、信託事務の一部につき株式会社日

本カストディ銀行に委託することができます。ま

た、外国における資産の保管は、その業務を行な

うに充分な能力を有すると認められる外国の金

融機関が行なう場合があります。 

①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分

②信託財産の計算         など 

    損益↑↓投資 

投資対象  投資対象ファンドの投資証券 など 

（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。 

※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の
支払いに関する事務の内容等が規定されています。 

※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託
会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。 

※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託
が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
座に払込みます。 

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、

販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。 
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※ファンドの仕組みにかかる図表等については、前掲「１ ファンドの性格」の「(1) ファ

ンドの目的及び基本的性格」の「＜ファンドの特色＞」をご参照下さい。 

 

 

＜委託会社の概況（2025 年 9 月末日現在）＞ 

・資本金の額 414 億 2,454 万 1,896 円 

・沿革 

1959年12月12日 大和証券投資信託委託株式会社として設立 

1960年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 

1960年 4月 1日 営業開始 

1985年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 

1995年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問

業の登録を受ける。 

1995年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任

契約にかかる業務の認可を受ける。 

2007年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものと

みなされる。 

（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号） 

2020年 4月 1日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更 

2024年10月 1日 株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携 

2025年 7月 1日 大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社（旧商号： 

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社）を子会社化 

・大株主の状況 

名 称 住 所 所有 

株式数 

比率 

 

株式会社大和証券グループ本社 

 

東京都千代田区丸の内一丁目 9番 1号 

株 

2,608,525 

％

80.00

 

株式会社かんぽ生命保険 

 

東京都千代田区大手町二丁目 3番 1号 

株 

652,132 

％

20.00

 

 

 

２【投資方針】 

  

(1)【投資方針】 

① 主要投資対象 

次の有価証券を主要投資対象とします。 
イ．米国デラウェア州籍の法定信託「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファン

ド（クラスI）」（以下「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド」といい

ます。）の投資証券（米ドル建） 
ロ．ダイワ・マネー・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券 

② 投資態度 

イ．主として、ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンドの投資証券への投資

を通じて、主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資を行ない、信託

財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 
ロ．当ファンドは、ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンドとマザーファン

ドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ブラックストーン・プライベ

ート・クレジット・ファンドへの投資割合を高位に維持することを基本とします。 

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想

されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用



17 

が行なわれないことがあります。 
 

＜投資先ファンドの選定の方針＞ 

 投資先ファンドの具体的な投資先を重視して選定しています。くわしくは「１ ファンドの

性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」の＜投資対象ファンドの概要

＞をご参照下さい。 

  

(2)【投資対象】 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものを

いいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1項第 6 号に

掲げるもの 

 2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井

住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1．に掲げる親投資信託の受益証券、次

の 2．に掲げる外国投資証券（以下「組入外国投資証券」といいます。）、ならびに次の 3．か

ら 6．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ

れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。 

 1．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券 

 2．米国デラウェア州籍の法定信託「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファン

ド（クラス I）」の投資証券（米ドル建） 

 3．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

 4．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 3．の証券の性質を有するもの 

5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
6. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。） 
なお、前 1．に掲げる投資信託の受益証券および前 2．に掲げる外国投資証券を以下「投資

信託証券」といいます。 

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取

引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することを指図することができます。 

 1．預金 

 2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。） 

 3．コール・ローン 

 4．手形割引市場において売買される手形 

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、

委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品に

より運用することを指図することができます。 

 

＜投資先ファンドについて＞ 

 ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のと

おりです。 

投資先ファンドの名称 
ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（クラ

ス I） 
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運 用 の 基 本 方 針 
投資目的は、インカムゲインを生み出すこと、また補助的に、長

期的な元本成長をもたらすことです。 

主 要 投 資 対 象 

①プライベート・クレジット投資（私募により発行されたか、ま

たは非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証

券）を主要投資対象とします。プライベート・クレジット投資

は、(i) 第一抵当優先担保付ローンおよびユニトランシェ・ロ

ーン（一般的に投資規模の総額は 3 億米ドル未満ですが、基準

は随時変更される可能性があります）、（ii）第二抵当優先担保

付ローン、無担保ローン、劣後ローンまたはメザニンローンお

よびストラクチャード・クレジット（一般的に投資規模の総額

は 1 億米ドル未満ですが、基準は随時変更される可能性があり

ます）に加え、幅広くシンジケートされたローン（アンカー投

資家の役割を担うケース）、クラブ・ディール（一般的に投資会

社の小規模グループにより投資が行なわれます）、およびその他

債券・持分証券を通じて行なわれます。 

②幅広くシンジケートされたローンにも投資を行ないます。 

委 託 会 社 等 の 名 称 

投資顧問会社：ブラックストーン・プライベート・クレジット・

ストラテジーズ・エル・エル・シー 

副投資顧問会社：ブラックストーン・クレジット・BDC・アドバイ

ザーズ・エル・エル・シー 

アドミニストレーター：ブラックストーン・プライベート・クレ

ジット・ストラテジーズ・エル・エル・シー 

副アドミニストレーター：ブラックストーン・オルタナティブ・

クレジット・アドバイザーズ・エル・ピー 

 

 くわしくは「１ ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」

の＜投資対象ファンドの概要＞をご参照下さい。 

 

(3)【運用体制】 

① 運用体制 

 ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。 
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② 運用方針の決定にかかる過程 

 運用方針は次の過程を経て決定しております。 

イ．基本計画書の策定 

 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。 

ロ．基本的な運用方針の決定 

 CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定しま

す。 

ハ．運用計画書の作成・承認 

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決

定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンド

マネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事

項との整合性等を確認し、承認します。 

 

③ 職務権限 

 ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内

規則によって、次のように定められています。 

イ．CIO（Chief Investment Officer）（1 名） 

 運用最高責任者として、次の職務を遂行します。 

・基本的な運用方針の決定 

・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定 

ロ．Deputy-CIO（0～5 名程度） 

 CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。 

ハ．インベストメント・オフィサー（0～5 名程度） 

 CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。 

ニ．運用部長（各運用部に 1 名） 
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 ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。 

ホ．運用チームリーダー 

 ファンドの基本的な運用方針を策定します。 

ヘ．ファンドマネージャー 

 ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。 

 

④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議および FD 諮問委員会 

 次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の

事務局となる部署の人員は 10～20 名程度です。 

イ．リスクマネジメント会議 

 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況につ

いての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。 

ロ．プロダクト・ガバナンス会議 

 経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証

結果の報告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加え

て、その他当社が運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報

告を行ないます。 

ハ．FD 諮問委員会 

 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資

する事項について、取締役会に意見を述べます。 

 

⑤ 受託会社に対する管理体制 

 受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。ま

た、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。 

 

※ 上記の運用体制は 2025 年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 

 

(4)【分配方針】 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 

② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対

象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、当初設定日から第 4 計算

期末までは、収益の分配は行ないません。 

③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。 

 

(5)【投資制限】 

① 株式（信託約款） 

 株式への直接投資は、行ないません。 

② 投資信託証券（信託約款） 

 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 

③ 外貨建資産（信託約款） 

 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款） 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

⑤ 外国為替予約取引（信託約款） 

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資

産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
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じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為

替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

⑥ 信用リスク集中回避（信託約款） 

 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純

資産総額に対する比率は、原則として、100 分の 35 を超えないものとし、当該比率を超える

こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以

内となるよう調整を行なうこととします。 

⑦ 資金の借入れ（信託約款） 

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に

伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を

含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と

して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。

なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入

金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間

とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度と

します。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10％

を超えないこととします。 

ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から

その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

 

＜参 考＞投資対象ファンドについて 

1．ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（クラス I）の投資証券（米ドル

建） 

「１ ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」の＜投資

対象ファンドの概要＞をご参照下さい。 

2．ダイワ・マネー・マザーファンド 

※下記以外の項目（｢基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用（信託報酬）」等）については、

「１ ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」の＜投

資対象ファンドの概要＞をご参照下さい。 

主な投資制限

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（新株予約権

付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権

付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ

れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下

会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定

めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」

といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使等により取得した

ものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下としま

す。 

② 投資信託証券への投資は、行ないません。 

③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資

割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 

償 還 条 項
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまた

はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託
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契約を解約し、信託を終了させることができます。 

 

 

３【投資リスク】 

  

(1)価額変動リスク 

 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、プライベート・クレジット投資など値動き

のある投資（外国証券には為替リスクもあります。）を行ないますので、基準価額は大きく変動

します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属

します。 

 投資信託は預貯金とは異なります。 

 投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込

み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。 

 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 

① 投資対象資産に関するリスク 

投資対象とする外国投資証券によるプライベート・クレジット投資にはリスクがあり、投

資の一部または全部を失う可能性があります。 

イ．ローンに関するリスク 

 投資対象とする外国投資証券が投資する可能性のあるローンには、第一順位、第二順位、

第三順位担保付、または無担保のローンが含まれます。さらに、投資するローンは、通常、

投資適格未満に格付けされるか、または格付けが付与されていません。投資するローンは、

信用リスク、流動性リスク、投資適格未満の商品リスクを含む多くのリスクにさらされま

す。 

ロ．優先担保付ローンおよび債券に関するリスク 

 ローン、債券投資に伴い投資先企業から差し入れられた担保には、時間の経過とともに

価値が減少するか、または完全に消滅するリスク、適時に売却することが困難であるリス

クおよび評価が困難であるリスクがあります。また、投資先企業のビジネスの成功度合い

と市場の状況に基づいて担保の価値が変動するリスクがあります。状況によっては、担保

権が契約上または構造上、他の債権者の請求権に劣後する場合があります。 

したがって、担保が設定されている場合でも、ローンや債券の元本および利息が条件通

りに支払われることが保証されるわけではなく、投資の一部または全部が失われる可能性

もあります。 

② 金利リスク 

投資対象とする外国投資証券は、金利変動リスクにさらされています。一般的な金利変動

は、投資対象とする外国投資証券の投資および投資機会に重大なマイナスの影響を与える可

能性があり、したがって、投資対象とする外国投資証券の収益率に重大な悪影響を及ぼす可

能性があります。さらに、金利が上昇すると、投資対象とする外国投資証券の借入れコスト

が高くなります。 

金利上昇の環境においては、変動利付債務に基づく支払いは一般的に増加し、そのような

変動利付債務の債務者の多くが、増加した金利コストを支払うことができない可能性があり

ます。変動利付債務への投資は、その金利が一般的な市場金利と同程度または同じ速度で上

昇しない場合、価値が下落する可能性もあります。 

③ 流動性リスク 

投資対象とする外国投資証券の組入資産の多くは、上場されておらず、また、流通市場で

活発に取引されておらず、転売には法的およびその他の制限がある等、上場証券等に比べて

流動性が低い資産です。希望するときに、資産を売却することが困難になる可能性がありま

す。さらに、投資対象とする外国投資証券がそのポートフォリオのすべてまたは一部を迅速

に清算する必要がある場合、帳簿上の評価額よりも著しく低い価格でしか売却できずに損失
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を被る可能性があります。 

④ 組入資産の評価に関するリスク 

投資対象とする外国投資証券の組入資産の多くは、上場されておらず、また、流通市場で

活発に取引されているものではありません。それらの資産は市場相場での評価ができないた

め、米国 1940 年投資会社法の下で、四半期ごとに公正価値で評価されます。公正価値は、投

資対象とする外国投資証券の評議会が採用するポリシーに従って決定され、評議会の監視を

受けます。また、四半期末以外の時点での評価においては、公正価値に影響を与えるような

重大な変化が組入資産に生じているか否かを検討しますが、四半期末の評価プロセスと比較

すると限定的なものとなります。 

公正価値は、非公開有価証券の既存市場が存在した場合に使用されたであろう価値とは大

きく異なる可能性があります。そのため、組入資産を実際に売却する際に適用される価額と

大きく異なる場合があります。 

投資対象とする外国投資証券は、投資しているローンや債券を市場価値、または公正価値

で評価されます。評価額が簿価を下回る場合、その差額は評価損として計上されます。評価

損は、投資先企業が当該ローンや債券に関する返済義務を履行できないことを示している可

能性があります。これにより、将来的に実現損失が発生し、将来の分配に利用できる投資対

象とする外国投資証券の収益が減少する可能性があります。また、投資対象とする外国投資

証券の評価額の下落は投資対象とする外国投資証券純資産価額の下落要因となります。 

⑤ レバレッジに関するリスク 

投資対象とする外国投資証券は借入れ等を利用して、自己資金を超える資金で投資を行な

う可能性があります（レバレッジ）。レバレッジは、リターンを高める可能性を秘めています

が、損失を増加させるリスクもあり、一般的にリターンの変動性（ボラティリティ）を高め

ることになります。 

一般的に借入れ等の資金調達にはコストがかかるため、投資対象とする外国投資証券の総

コストを高めることになります。また、資金調達環境の変化により、投資対象とする外国投

資証券の資金調達が困難になったり、そのため投資している資産を不利な条件で売却せざる

を得なくなるなどのリスクもあります。 

⑥ 外国証券への投資に伴うリスク 

イ．為替リスク 

 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レ

ートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場

の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当

該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資

元本を割込むことがあります。 

 当ファンドにおいては、組入外国投資証券に対して、為替変動リスクを回避するための

為替ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を

直接受けます。 

 投資対象とする外国投資証券は、米ドル建てで資産を保有し、および借入れを実行して

いますが、それとは別の外国通貨建てで資産を取得し、または借入れを実行することがあ

るため、為替リスクにさらされます。外国為替レートが変動した結果、投資対象とする外

国投資証券の負債の価額および費用が上昇し、または投資対象とする外国投資証券の資産

の価額および収入が下落することがあり、その結果、投資対象とする外国投資証券の純資

産価額に悪影響が生じる可能性があります。投資対象とする外国投資証券は、為替リスク

の軽減を目指して、為替ヘッジ取引を行なうことがありますが、為替リスクを完全に排除

することはできません。また、為替ヘッジ取引には追加的な費用が伴います。 

ロ．カントリー・リスク 

 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、

または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、

方針に沿った運用が困難となることがあります。 

⑦ その他 
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ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務

不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する

要因となります。 

 

※投資対象とする外国投資証券のリスクに関する詳細（当該外国投資証券の開示資料(英語版)）

は、次のアドレスにおいて入手できます。 

https://www.BCRED.com/prospectus 

 

(2)換金性等が制限される場合 

＜換金に関する留意点＞ 

投資対象とする外国投資証券は、四半期ごとに投資対象とする外国投資証券の換金を受け付

けていますが、投資対象とする外国投資証券の評議会には、その裁量により、換金の条件の変

更、または換金の一時停止を決定する権限があります。その場合、当ファンドは投資対象とす

る外国投資証券を適時に処分できなくなる可能性があります。また、当ファンドが外国投資証

券の換金を申込んだ一部のみ換金が行なわれる可能性があります。 

委託会社は、適正とみなす場合（投資対象とする外国投資証券の換金制限により、投資対象

とする外国投資証券の換金が制限され、または妨げられる場合が含まれます。）には、当ファン

ドの換金請求の数量を委託会社が定める受益証券口数もしくは金額に制限し、または当該換金

請求の受付を停止することができます。委託会社が換金請求の数量を制限し、または受益証券

の換金を停止した場合、受益者は、自らの受益証券の換金を受けることはできません。また、

当該事由が解消しない場合等には換金請求の受付を停止する期間が長期化する場合があります。 

 

 買付け・換金に制限を設けることがあります。 

① 組入外国投資証券の売却注文の不成立または一部不成立等により組入外国投資証券の資金

化が困難な場合、委託会社が組入外国投資証券の価値に影響する事象を認識し基準価額への

影響が大きいと判断した場合等には、委託会社は、換金の申込みの受付を中止することがで

きるほか、すでに受け付けた換金の申込みの全部または一部を取消すことがあります。 

② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、買付け、換金の申込みの受付を中止すること、すでに受け付けた買付け、換金の

申込みを取消すことがあります。 

 

(3)その他の留意点 

① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリン

グ・オフ）の適用はありません。 

② 当ファンドの日々の基準価額の算出において、投資対象とする外国投資証券の評価に際し、

原則として基準価額算出日に知り得る直近の評価額を参照します。原則として、投資対象と

する外国投資証券の評価額は日次で更新されず、月次での更新となるため、投資対象とする

外国投資証券の評価額の更新時以外における当ファンドの日々の基準価額の変動は為替変動

が主な要因となります。 

③ 当ファンドは、忠実義務に基づき、投資する投資信託証券について、その価格が入手でき

ない、または入手した価格で評価すべきでないと考える場合には、適正と判断する直近の日

の価格など当社が時価と認める価格で評価することがあります。 

 

※ 流動性リスクに関する事項 

    ・ 当ファンドは、流動性の低い資産を主な投資対象とするため換金性に欠ける場合があ

ります。 

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが

中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。 

 

(4)リスク管理体制 
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運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。 

 

 

※ 流動性リスクに対する管理体制  

・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リ

スクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないま

す。 
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、

監督します。 
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４【手数料等及び税金】 

  

(1)【申込手数料】 

 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3％（税抜 3.0％）となっていま

す。 

具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。 

申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。 

｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 

 

申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の

対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 

 

(2)【換金（解約）手数料】 

① 換金手数料 

 ありません。 

② 信託財産留保額 

 信託終了前の解約の際に 1 万口当たり一部解約請求受付日の翌々月 25 日の 10 営業日後の

日の基準価額に対して 0.3％を乗じた額を信託財産留保額としてご負担いただきます。 

 

(3)【信託報酬等】 

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.419％（税抜

1.29％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されま

す。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁

します。 

③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。 

委託会社 販売会社 受託会社 

年率 0.45％ 

（税抜） 

年率 0.80％ 

（税抜） 

年率 0.04％ 

（税抜） 

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。 

④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社

が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。 

⑤ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「１ ファンドの性格 (1)ファンドの目的及

び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」の＜投資対象ファンドの概要＞をご参照下さい。なお、

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬（成功報酬を含む）を加えた、投資者

が実質的に負担する信託報酬率は、年率 2.669％（税込）程度＋成功報酬です。（目論見書作

成時点） 

 

 信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。 

委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運

用報告書の作成等の対価 

販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供

等の対価 

受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 

 

(4)【その他の手数料等】 

① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁し

ます。 
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利

息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額

は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づ

いて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送

料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に

かかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信

託財産中より支弁します。 

(※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額

等を示すことができません。 

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができま

せん。 

 

＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞ 

 各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手

数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支

弁します。その他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。 

 

(5)【課税上の取扱い】 

課税上は株式投資信託として取扱われます。 

① 個人の投資者に対する課税 

イ．収益分配金に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、

20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度

が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の

適用はありません。）を選択することもできます。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所

得税額に 2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315％（所得税 15％、

復興特別所得税 0.315％および地方税 5％）となります。 

ロ．解約金および償還金に対する課税 

一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料

（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20％（所得税 15％

および地方税 5％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、2037 年 12 月

31 日まで基準所得税額に 2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は

20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％および地方税 5％）となります。 

ハ．損益通算について 

一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社

債、公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能とな

ります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子か

ら繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場

株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。 

なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。 

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について 

少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であ

り、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など

から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。 
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ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を

購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となりま

す。 

当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下

さい。 

② 法人の投資者に対する課税 

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一

部解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、15％（所得

税 15％）の税率で源泉徴収（※）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はあり

ません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払

戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に

2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315％（所得税 15％および復興

特別所得税 0.315％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。 

※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。 

＜注 1＞個別元本について 

① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消

費税等に相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。 

② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追

加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元

本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本

となります。 

④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。 

＜注 2＞収益分配金の課税について 

① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱

いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）

の区分があります。 

② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者

の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収

益分配金の全額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資

者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）

となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金

となります。 

（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 

（※）上記は、2025 年 9 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の

内容が変更になることがあります。 

（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めし

ます。  
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５ 【運用状況】 

  

(1) 【投資状況】 (2025 年 9 月 30 日現在) 

投資状況 

投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％) 

投資証券   11,197,027,826 83.92

  内 アメリカ 11,197,027,826 83.92

親投資信託受益証券 1,001 0.00

  内 日本 1,001 0.00

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,146,097,097 16.08

純資産総額      13,343,125,924 100.00

  

その他の資産の投資状況 

投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％) 

為替予約取引（買建） 1,801,254,400 13.50

  内 日本 1,801,254,400 13.50

(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 

(注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 

  

(2) 【投資資産】 (2025 年 9 月 30 日現在) 

① 【投資有価証券の主要銘柄】 

イ．主要銘柄の明細 

 銘柄名 地域 種類 

株数、口数

または 

額面金額 

簿価単価 

簿価 

(円) 

評価単価 

時価 

(円) 

投資

比率

(%) 

1 
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT 

FUND CLASS I 
アメリカ 投資証券 2,997,545.17 

3,735.39 

11,197,027,826 

3,735.39

11,197,027,826
83.92 

2 ダイワ・マネー・マザーファンド 日本 

親投資信

託受益証

券 

982 
1.0195 

1,001 

1.0195

1,001
0.00 

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 

  

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 

投資有価証券の種類 投資比率 

投資証券 83.92%

親投資信託受益証券 0.00%

合計 83.92%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 

  

ハ．投資株式の業種別投資比率 

   該当事項はありません。 
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② 【投資不動産物件】 

   該当事項はありません。 

  

③ 【その他投資資産の主要なもの】 

  (単位：円)

種類 地域 資産名 
買建/

売建
数量 簿価 時価 

投資 

比率 

為替予約取引 日本 
米ドル買/円売 2025 年 10

月 
買建 12,100,000 1,798,456,154 1,801,254,400 13.50%

(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

(注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 

(注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 
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(3) 【運用実績】 

① 【純資産の推移】 

  

純資産総額 

（分配落） 

(円) 

純資産総額 

（分配付） 

(円) 

１口当たりの

純資産額 

(分配落)(円)

１口当たりの 

純資産額 

(分配付)(円) 

2025 年 6 月末日 5,593,993,286 － 1.0001 － 

7 月末日 5,761,930,081 － 1.0301 － 

8 月末日 11,321,672,177 － 1.0212 － 

第 1 特定期間末 

(2025 年 9 月 29 日) 
11,514,665,245 11,514,665,245 1.0386 1.0386 

9 月末日 13,343,125,924 － 1.0368 － 

  

② 【分配の推移】 

  １口当たり分配金(円) 

第 1 特定期間 0.0000

  

③ 【収益率の推移】 

  収益率(％) 

第 1 特定期間 3.9

  

(4) 【設定及び解約の実績】 

  設定数量（口） 解約数量（口） 

第 1 特定期間 5,493,427,146 0

(注) 当初設定数量は 5,593,297,886 口です。 
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（参考）マザーファンド 

    ダイワ・マネー・マザーファンド 

  

(1) 投資状況 (2025 年 9 月 30 日現在) 

投資状況 

投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％) 

国債証券   15,891,126,429 55.07

  内 日本 15,891,126,429 55.07

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 12,963,643,086 44.93

純資産総額      28,854,769,515 100.00

(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 

  

(2) 投資資産 (2025 年 9 月 30 日現在) 

① 投資有価証券の主要銘柄 

イ．主要銘柄の明細 

 銘柄名 地域 種類 

株数、口数 

または 

額面金額 

簿価単価 

簿価 

(円) 

評価単価 

時価 

(円) 

利率(%) 

償還期限

(年/月/日)

投資

比率

(%) 

1 1325 国庫短期証券 日本 国債証券 13,000,000,000 
99.94

12,992,484,553

99.94 

12,992,484,553 

－ 

2025/11/17
45.03 

2 1324 国庫短期証券 日本 国債証券 2,900,000,000 
99.95

2,898,641,876

99.95 

2,898,641,876 

－ 

2025/11/10
10.05 

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 

  

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 

投資有価証券の種類 投資比率 

国債証券 55.07%

合計 55.07%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 

  

ハ．投資株式の業種別投資比率 

   該当事項はありません。 

  

② 投資不動産物件 

   該当事項はありません。 

  

③ その他投資資産の主要なもの 

   該当事項はありません。 
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（参考情報）運用実績 
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第２【管理及び運営】 

  

１【申込（販売）手続等】 

  

 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの

とします。 

 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投

資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコー

ス」があります。 

 ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款に

したがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。 

 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 500 万円以上 1 円単位または 500 万口以

上 1 口単位をもって、取得の申込みに応じることができます。 

 ただし、販売会社は、2025 年 6 月 30 日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付を

行ないません。 

 お買付価額（1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌月 27 日（休業日の場合翌営業日）の基

準価額（当初申込期間中については 1 万口当たり 1 万円）です。 

 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消

費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料

はかかりません。 

 原則として、委託会社の各営業日の午後 3時 30 分までに受付けた取得の申込み（当該申込みに

かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時

刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異な

る場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 

 なお、当初申込期間の申込みにおいては、当初申込期間の最終日の販売会社所定の時間までに

受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当

初申込期間の受付分として取扱います。 

 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、

委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付を中止す

ることができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消すことができるものとします。 

 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当

ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込

みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録

を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等

の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行

なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定

にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託

契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権について

は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定し

た旨の通知を行ないます。 

 

２【換金（解約）手続等】 

  

 原則として、委託会社の各営業日の午後 3時 30 分までに受付けた換金の申込み（当該申込みに

かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時

刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異な

る場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 

 なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。 

投資対象とする外国投資証券には、各四半期において、換金上限として前四半期末時点の発行
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済み投資証券口数または純資産総額の 5％（四半期毎に評価されます。）が定められています。投

資対象とする外国投資証券の売却注文が不成立または一部不成立となることで投資資産の資金化

が困難な場合は、換金申込の受付を中止すること、すでに受け付けた換金申込の全部を取り消す

こと、または換金申込金額の一部の換金となる場合があります。 

＜一部解約＞ 

 受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位

をもって、毎年 2 月、5月、8 月および 11 月の 1日（休業日の場合は翌営業日）から 20 日（休業

日の場合は前営業日）までに、委託会社に一部解約請求をすることができます。ただし、2025 年

6 月 30 日から 2025 年 10 月 31 日までは、一部解約請求の受付を行ないません。 

 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

す。 

 解約価額は、一部解約請求受付日の翌々月の 25 日の 10 営業日後の日の基準価額から、当該基

準価額に 0.3％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。 

 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 解約価額および基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。 

大和アセットマネジメント株式会社 

電話番号（コールセンター）    0120-106212（営業日の 9:00～17:00） 

ホームページ           https://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

 組入外国投資証券の売却注文の不成立または一部不成立等により投資対象資産の資金化が困難

な場合、委託会社が組入外国投資証券の価値に影響する事象を認識し基準価額への影響が大きい

と判断した場合等には、委託会社は、一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに

受け付けた一部解約請求の全部または一部を取消すことができるものとします。 

 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情があるときは、一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解

約請求を取消すことができるものとします。 

 一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として、一部解約請求受付日の翌々月の 25

日の 10 営業日後の日から起算して 5 営業日目から受益者に支払います。ただし、組入外国投資証

券の売却や売却代金の入金が遅延した場合等には、一部解約金の支払いを延期する場合がありま

す。 

 受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定

する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払

い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

＜信託財産留保額について＞  

 当ファンドにおいては、信託終了前の解約の際に 1 万口当たり一部解約請求受付日の翌々月

の 25 日の 10 営業日後の日の基準価額の 0.3％を信託財産留保額としてご負担いただきます。 

 一部解約に対応して有価証券等の取引を行なう場合には、売買委託手数料等のコストが発生

するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを信託財産が負うことになります。 

信託財産留保額は、こうしたコスト等の負担について、受益権を継続して保有される方との

公平性に資する目的で導入されているもので、解約の際に控除され、信託財産に繰入れられま

す。 

 

一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口

座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

 

＜投資対象とする外国投資証券での分配＞ 

委託会社は、当ファンドの受益者から一部解約請求を受けた場合には、かかる一部解約請求
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に応じるために、投資対象ファンドであるブラックストーン・プライベート・クレジット・フ

ァンドの外国投資証券の買戻しを行うことができます（委託会社の決定により、当ファンドに

一部解約請求に基づく一部解約金の支払いの全部又は一部に充てるための現金がある場合は調

整されます。）。かかる場合、当ファンドの受託者は、買戻代金として外国投資証券を受け取り、

その後間もなく、外国投資証券の買戻しに対応する額の現金を受け取ります。これらの手続き

は連続的かつほぼ同時に行われ、当ファンドの受託者は、当ファンドの一部解約請求に応じて

一部解約金の支払いをするための原資として一時的に外国投資証券を保有しますが、当ファン

ドの一部解約請求を行った投資家は、最終的に当ファンドの一部解約金を受領します。 

 

３【資産管理等の概要】 

  

(1)【資産の評価】 

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの

価額をいいます。 

純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にした

がって時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

をいいます。 

 

（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・組入外国投資証券：原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価しま

す。 

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。 

（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・本邦通貨表示の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 

 1．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） 

 2．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。） 

 3．価格情報会社の提供する価額 

 

なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ

の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日

の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わ

が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

 

 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。 

大和アセットマネジメント株式会社 

電話番号（コールセンター）   0120-106212（営業日の 9:00～17:00） 

ホームページ          https://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(2)【保管】 

該当事項はありません。 

 

(3)【信託期間】 

2025 年 6 月 30 日から 2035 年 6 月 27 日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約

し、信託を終了させることがあります。 

委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受

託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。また、委託会社は、組入外国投資

証券の売却注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると判断した場合等には、

受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合、延長後の信託期間終

了日においても当該事由が解消しないときは同様とします。 
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委託会社は、信託期間終了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、

受託会社と合意のうえ、信託期間を延長します。この場合、延長後の信託期間終了日において

も当該事由が解消しないときは同様とします。 

 

(4)【計算期間】 

毎月 28 日から翌月 27 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、2025 年 6 月 30 日から 2025

年 7 月 27 日までとします。 

上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）

が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間

が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。 

 

(5)【その他】 

① 信託の終了 

1．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約す

ることが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合

において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

2．委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととな

る場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合

において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

 3．委託会社は、前 1．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）

を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の

理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受

益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

 4．前 3．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンド

の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本

4．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができ

ます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ

ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

 5．前 3．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあ

たる多数をもって行ないます。 

 6．前 3．から前 5．までの規定は、前 2．の規定に基づいて信託契約を解約するとき、ある

いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信

託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、前 3．から前 5．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。 

 7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 8．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した

ときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契

約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書

面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し

ます。 

 9．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が

新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 信託約款の変更等 

 1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファン

ドとの併合（投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型
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投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、

変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款

は本②の 1．から 7．に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

 2．委託会社は、前 1．の事項（前 1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当

する場合に限り、前 1．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽

微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）につ

いて、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重

大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前

までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し

た書面決議の通知を発します。 

 3．前 2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンド

の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本

3．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができ

ます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ

ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

 4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあ

たる多数をもって行ないます。 

 5．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 

 6．前 2．から前 5．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした

場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記

録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

 7．前 1．から前 6．の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された

場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面

決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。 

 8．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1．から

前 7．の規定にしたがいます。 

③ 反対者の買取請求権 

 前①の 1.から 6.の規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にした

がい重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信

託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産

をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の

手続きに関する事項は、前①の 3.または前②の 2.に規定する書面に付記します。 

④ 運用報告書 

 1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち

重要な事項を記載した交付運用報告書を毎年 3 月および 9 月の計算期間の末日ならびに償

還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付

を選択された場合には、所定の方法により交付します。 

 2．委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。 

・委託会社のホームページ 

アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/ 

 3．前 2．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合

には、これを交付します。 

⑤ 公告 

 1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに

掲載します。 

https://www.daiwa-am.co.jp/ 

 2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた

場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 
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⑥ 関係法人との契約の更改 

 委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、

期間満了の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意

思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについて

もこれと同様とします。 

 

４【受益者の権利等】 

  

 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、

分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。 

＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞ 

 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時にお

ける信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求

する権利を有します。 

 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま

す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と

します。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払います。 

 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原

則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受

益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信

託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託

終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ

れている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算

して 5 営業日までに支払います。 

 収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。 

 受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに

信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

＜換金請求権＞ 

 受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換

金（解約）手続等」をご参照下さい。  
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第３ 【ファンドの経理状況】 

 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵

省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12

年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6か月毎に作成しております。 

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(2025 年 6 月 30 日

から 2025 年 9 月 29 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま

す。   
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1 【財務諸表】 

  

ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPY ファンド（毎月分配型） 

 

(1)【貸借対照表】 

    

当期 

2025 年 9 月 29 日現在 

金  額 (円) 

 資産の部 

   流動資産 

     預金 615,034

     コール・ローン 257,085,237

     投資証券 11,221,846,601

     親投資信託受益証券 1,001

     未収配当金 49,671,578

     流動資産合計 11,529,219,451

   資産合計 11,529,219,451

 負債の部 

   流動負債 

     未払受託者報酬 446,377

     未払委託者報酬 13,949,611

     その他未払費用 158,218

     流動負債合計 14,554,206

   負債合計 14,554,206

 純資産の部 

   元本等 

     元本 ※1 11,086,725,032

     剰余金 

       期末剰余金又は期末欠損金（△） 427,940,213

         （分配準備積立金） 291,153,878

     元本等合計 11,514,665,245

   純資産合計 11,514,665,245

 負債純資産合計 11,529,219,451  



44 

(2)【損益及び剰余金計算書】 

    

当期 

自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

  金  額 (円) 

 営業収益 

   受取配当金 98,378,632

   受取利息 939,916

   有価証券売買等損益 △18,133,366

   為替差損益 237,356,519

   営業収益合計 318,541,701

 営業費用 

   受託者報酬 844,070

   委託者報酬 26,377,835

   その他費用 165,918

   営業費用合計 27,387,823

 営業利益又は営業損失（△） 291,153,878

 経常利益又は経常損失（△） 291,153,878

 当期純利益又は当期純損失（△） 291,153,878

 剰余金増加額又は欠損金減少額 136,786,335

   当期追加信託に伴う剰余金増加額 

   又は欠損金減少額 

136,786,335

 分配金 ※1 -

 期末剰余金又は期末欠損金（△） 427,940,213  
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(3)【注記表】 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 

当期 

自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

1. 有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1)投資証券 

  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。  

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金

融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに

ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示

される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな

い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純

資産額に基づいて評価しております。  

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が

時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務

に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と

協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して

おります。    

 

  (2)親投資信託受益証券 

  移動平均法に基づき、時価で評価しております。  

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて

評価しております。  

 

2. デリバティブ取引の評価基準

及び評価方法 

為替予約取引 

  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。  

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に

おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲

値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡

日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。  

 

3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 

  原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に

は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計

上しております。 

   

4. その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1)外貨建取引等の処理基準 

  外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通

貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61

条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、

外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建

純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の

売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する

円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定

と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計

理処理を採用しております。 
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区分 

当期 

自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

  (2)特定期間 

  当ファンドの当特定期間は、2025 年 6 月 30 日から 2025 年 9 月 29

日までとなっております。 

   

  (3)特定期間末日 

  2025 年 9 月 27 日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を

2025 年 9 月 29 日としております。このため、当特定期間は 92 日と

なっております。 

  

（貸借対照表に関する注記） 

区分 
当期 

2025 年 9 月 29 日現在 

1. ※1 期首元本額 5,593,297,886 円

  期中追加設定元本額 5,493,427,146 円

  期中一部解約元本額 - 円

    

2.  特定期間末日における受益権の総数 11,086,725,032 口

  

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

区分 

当期 

自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

 ※1 分配金の計算過程 (自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 28 日) 

計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（102,365 円）、解約に伴う当期純利益金額

分配後の有価証券売買等損益から費用を控除

し、繰越欠損金を補填した額（107,636,916

円）、投資信託約款に規定される収益調整金

（0 円）及び分配準備積立金（0 円）より分

配対象額は 107,739,281 円（1 万口当たり

192.62 円）であり、分配を行っておりませ

ん。 

 

   (自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 27 日) 

計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（42,190,037 円）、解約に伴う当期純利益金

額分配後の有価証券売買等損益から費用を控

除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投

資信託約款に規定される収益調整金（0 円）

及び分配準備積立金（107,739,281 円）より

分配対象額は 149,929,318 円（1 万口当たり

268.05 円）であり、分配を行っておりませ

ん。 
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区分 

当期 

自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

   (自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 29 日) 

計算期間末における解約に伴う当期純利益金

額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（45,932,328 円）、解約に伴う当期純利益金

額分配後の有価証券売買等損益から費用を控

除し、繰越欠損金を補填した額（95,292,232

円）、投資信託約款に規定される収益調整金

（147,252,266 円）及び分配準備積立金

（149,929,318 円）より分配対象額は

438,406,144 円（1 万口当たり 395.43 円）で

あり、分配を行っておりません。 

 

  

（金融商品に関する注記） 

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

区分 

当期 

自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2

条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規

定する「運用の基本方針」に従っております。 

   

2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリ

バティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細

をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載し

ております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信

託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 

これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信

用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 

外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし

て、投資信託約款に従って為替予約取引等を利用しており

ます。 

   

3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク

管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理

を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 

   

4. 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明 

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価

額が異なることもあります。 

  

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

区分 
当期 

2025 年 9 月 29 日現在 

1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上

額との差額 

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表

計上額と時価との差額はありません。 

   

2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 
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区分 
当期 

2025 年 9 月 29 日現在 

  重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま

す。 

   

  (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ

等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 

  

（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

種類 

当期 

2025 年 9 月 29 日現在 

最終の計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

投資証券 △15,905,753

親投資信託受益証券 1

合計 △15,905,752

  

（デリバティブ取引に関する注記） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

当期 

2025 年 9 月 29 日現在 

該当事項はありません。 

  

（関連当事者との取引に関する注記） 

当期 

自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ

れていないため、該当事項はありません。 

  

（1 口当たり情報） 

  
当期 

2025 年 9 月 29 日現在 

１口当たり純資産額      1.0386 円

（1 万口当たり純資産額） (10,386 円)
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(4)【附属明細表】 
 

第１ 有価証券明細表 

(1) 株式 

 該当事項はありません。 

  

(2) 株式以外の有価証券 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資証券 アメリカ・ドル BLACKSTONE PRIVATE CREDIT 

FUND CLASS I 
2,997,545.169 75,208,408.290  

 アメリカ・ドル 小計 75,208,408.290  

 (11,221,846,601)  

投資証券 合計 11,221,846,601  
[11,221,846,601]  

親投資信

託受益証

券 

日本円 ダイワ・マネー・マザーファ

ンド 
982 1,001  

 日本円 小計 1,001  

親投資信託受益証券 合計 1,001  

合計 11,221,847,602  
[11,221,846,601]  

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 

  

  

（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 

 

   2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

示しております。 

 

   3. 外貨建有価証券の内訳 

  通貨 銘柄数 

組入 

投資証券 

時価比率 

合計金額に 

対する比率 

 アメリカ・ドル 投資証券            1 銘柄 100% 100%

  

第２ 信用取引契約残高明細表 

 該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。   
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（参考） 

 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照

表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま

す。 

 なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお

りであります。 

  

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

  

貸借対照表 

    
2025 年 9 月 29 日現在 

金  額 (円) 

 資産の部 

   流動資産 

     コール・ローン 12,959,009,232

     国債証券 15,890,936,734

     流動資産合計 28,849,945,966

   資産合計 28,849,945,966

 負債の部 

   流動負債 

     未払解約金 286,000

     流動負債合計 286,000

   負債合計 286,000

 純資産の部 

   元本等 

     元本 ※1 28,297,863,538

     剰余金 

       期末剰余金又は期末欠損金（△） 551,796,428

     元本等合計 28,849,659,966

   純資産合計 28,849,659,966

 負債純資産合計 28,849,945,966  
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注記表 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 
自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 

 個別法に基づき、時価で評価しております。  

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価

額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する

価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評

価しております。  

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額

が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実

義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託

会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で

評価しております。  

 

  

（貸借対照表に関する注記） 

区分 2025 年 9 月 29 日現在 

1. ※1 期首 2025 年 6 月 30 日

  期首元本額 25,856,710,957 円

  期中追加設定元本額 5,913,964,451 円

  期中一部解約元本額 3,472,811,870 円

    

  期末元本額の内訳  

 ファンド名  

  ゴールド・ファンド（FOFs 用）（適格機関投資

家専用） 

11,846,597,787 円

  ダイワ・グローバル IoT 関連株ファンド －AI 新

時代－ （為替ヘッジあり） 

1,316 円

  ダイワ・グローバル IoT 関連株ファンド －AI 新

時代－ （為替ヘッジなし） 

1,316 円

  ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジ

あり） 

9,608 円

  ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジ

なし） 

9,608 円

  世界水資源関連株式ファンド 984 円

  ダイワ／“ＲＩＣＩ®”コモディティ・ファンド 2,074,249 円

  堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ 67,252,246 円

  ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッ

ジあり／隔月分配型） 

1,595 円

  ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッ

ジなし／隔月分配型） 

1,428 円

  ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッ

ジあり／資産成長型） 

1,772 円

  ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッ

ジなし／資産成長型） 

1,270 円

  世界セレクティブ株式オープン 983 円

  世界セレクティブ株式オープン（年 2 回決算

型） 

983 円

  iFreeETF NASDAQ100 インバース 1,572,083,303 円
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区分 2025 年 9 月 29 日現在 

  iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ 4,874,891,792 円

  iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース 5,702,999,235 円

  iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース 262,087,869 円

  iFreeETF 英国 FTSE100 259,617,276 円

  ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 3,710,214,133 円

  ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －

トリプルリターンズ－ 日本円・コース（毎月分

配型） 

1,851 円

  ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －

トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分

配型） 

1,805 円

  ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －

トリプルリターンズ－ ブラジル・レアル・コー

ス（毎月分配型） 

1,763 円

  ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －

トリプルリターンズ－ 米ドル・コース（毎月分

配型） 

1,957 円

  ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド

（ダイワＳＭＡ専用） 

3,666 円

  ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド 984 円

  ブラックストーン・プライベート・クレジッ

ト・JPY ファンド（毎月分配型） 

982 円

  ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －

トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース

（毎月分配型） 

1,777 円

 計  28,297,863,538 円

    

2.  期末日における受益権の総数 28,297,863,538 口

  

（金融商品に関する注記） 

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

区分 
自 2025 年 6 月 30 日 

至 2025 年 9 月 29 日 

1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2

条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規

定する「運用の基本方針」に従っております。 

   

2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭

債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載

しております。 

これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信

用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 

   

3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク

管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理

を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 

   

4. 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明 

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価

額が異なることもあります。 
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

区分 2025 年 9 月 29 日現在 

1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上

額との差額 

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表

計上額と時価との差額はありません。 

   

2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 

  重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま

す。 

   

  (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ

等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 

  

（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

種類 

2025 年 9 月 29 日現在 

当期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

国債証券 8,165,934

合計 8,165,934

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しておりま

す。 

  

（デリバティブ取引に関する注記） 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

2025 年 9 月 29 日現在 

該当事項はありません。 

  

（1 口当たり情報） 

  2025 年 9 月 29 日現在 

１口当たり純資産額      1.0195 円

（1 万口当たり純資産額） (10,195 円)
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附属明細表 

 

第１ 有価証券明細表 

(1) 株式 

 該当事項はありません。 

  

(2) 株式以外の有価証券 

種類 銘柄 券面総額 
評価額 

（円） 
備考 

国債証券 1324 国庫短期証券 2,900,000,000 2,898,608,752  

 1325 国庫短期証券 13,000,000,000 12,992,327,982  

国債証券 合計 15,890,936,734  

合計 15,890,936,734  

  

  

第２ 信用取引契約残高明細表 

 該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。  
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２ 【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】 

 2025 年 9 月 30 日

 Ⅰ 資産総額 13,343,576,178 円

 Ⅱ 負債総額 450,254 円

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,343,125,924 円

 Ⅳ 発行済数量 12,868,969,633 口

 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0368 円

  

  

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 

純資産額計算書 

 2025 年 9 月 30 日

 Ⅰ 資産総額 28,855,055,515 円

 Ⅱ 負債総額 286,000 円

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,854,769,515 円

 Ⅳ 発行済数量 28,302,519,366 口

 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0195 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 

  

(1) 名義書換えの手続き等 

該当事項はありません。 

(2) 受益者に対する特典 

ありません。 

(3) 譲渡制限の内容 

譲渡制限はありません。 

(4) 受益証券の再発行 

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更

の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

(5) 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとし

ます。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す

る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替

口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開

設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替

機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の

口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判

断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

(6) 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社

に対抗することができません。 

(7) 受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益

権を均等に再分割できるものとします。 

受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じ

ることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに

行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の

比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、

委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金とし

て計上することとします。 

(8) 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償

還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日

以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて

いる受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の

支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約
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款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。   
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第三部【委託会社等の情報】 

 

第１【委託会社等の概況】 

 

１【委託会社等の概況】 

 

ａ. 資本金の額 

 2025 年 9 月末日現在 

 資本金の額    414 億 2,454 万 1,896 円 

 発行可能株式総数 799 万 9,980 株 

 発行済株式総数  326 万 657 株 

 過去 5 年間における資本金の額の増減：2024 年 10 月 1 日 262 億 5,026 万 9,396 円増加しま

した。 

ｂ. 委託会社の機構 

① 会社の意思決定機構 

 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会にお

いて選任され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結のときまでです。 

 取締役会は、4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決

議にしたがい業務を執行します。 

 また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審

議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ね

ることができます。 

 

② 投資運用の意思決定機構 

 投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。 

  

イ．商品会議 

 ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決

定します。 

ロ. 商品担当役員 

 商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した

基本計画書を決定します。 

ハ．運用会議 

 CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定しま

す。 

ニ．運用部長・ファンドマネージャー 

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決

定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンド

マネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事

項との整合性等を確認し、承認します。 

ホ．リスクマネジメント会議 

 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況につ

いての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。 
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２【事業の内容及び営業の概況】 

 

 委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投

資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投

資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務

を行なっています。 

 

 2025 年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次

のとおりです。 

基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円） 

単位型株式投資信託 86 406,448 

追加型株式投資信託 784 34,024,819 

 株式投資信託  合計 870 34,431,267 

単位型公社債投資信託 71 132,664 

追加型公社債投資信託 14 1,488,448 

 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 

総合計 955 36,052,379 
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３【委託会社等の経理状況】 

 

１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融

商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)に基づいて作成してお

ります。 

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度(2024年４月１日

から2025年３月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受

けております。 

 

３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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(1) 【貸借対照表】                                                      

                      (単位:百万円)

              

 前事業年度 
 (2024年３月31日) 

当事業年度 
(2025年３月31日) 

  資産の部        

    流動資産        

      現金・預金      4,813   13,153

      有価証券      503   1,194

      前払費用      481   513

      未収委託者報酬      16,513   19,097

      未収収益      78   110

   関係会社短期貸付金      23,400   70,000

      その他      88   94

      流動資産計      45,878   104,164 

    固定資産         

      有形固定資産     ※1 176  ※1 61

        建物      2   0

    器具備品      174   59

        建設仮勘定      0   0

      無形固定資産      1,342   1,160

        ソフトウェア      1,063   1,062

    ソフトウェア仮勘定      279   97

        その他      -   0

      投資その他の資産      13,660   14,856 

       投資有価証券      8,448   9,348

        関係会社株式      3,475   3,414

        出資金      177   34

        長期差入保証金      1,021   1,049

    繰延税金資産    524   995

        その他      12   13

      固定資産計       15,180   16,077 

  資産合計      61,058    120,241 

                   

                 



 

62 

                                                                                     

                      (単位:百万円)  

              

 前事業年度 
 (2024年３月31日) 

当事業年度 
(2025年３月31日) 

  負債の部         
    流動負債        

      預り金      158   134

      未払金      6,187   6,757

        未払収益分配金     39   62

        未払償還金      12   12

        未払手数料      5,849   6,660

        その他未払金     ※2 285   22

      未払費用      5,035   5,997

      未払法人税等      3,842   4,121

      未払消費税等      872   763

   賞与引当金      1,048   1,456

      その他      1   0

      流動負債計      17,146   19,233

    固定負債        

      退職給付引当金      2,227   2,300

      役員退職慰労引当金      62   58

      固定負債計      2,289   2,358 

    負債合計      19,435   21,592 

  純資産の部        

    株主資本        

      資本金      15,174   41,424

      資本剰余金        

        資本準備金      11,495   37,745

        資本剰余金合計      11,495   37,745

      利益剰余金        

        利益準備金      374   374

        その他利益剰余金        

          繰越利益剰余金      13,048   17,743

        利益剰余金合計      13,422   18,117

      株主資本合計      40,092   97,287

    評価・換算差額等        

      その他有価証券評価差額金    1,530   1,361

      評価・換算差額等合計      1,530   1,361

    純資産合計      41,623   98,649

  負債・純資産合計      61,058   120,241
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(2) 【損益計算書】                                                   

                    (単位:百万円)

             

前事業年度 
(自 2023年４月１日 
 至 2024年３月31日) 

当事業年度 
(自 2024年４月１日 
 至 2025年３月31日) 

  営業収益         
    委託者報酬     76,221     91,634

    その他営業収益     717     1,233

    営業収益計     76,939     92,868

  営業費用        

    支払手数料     31,497    37,180

    広告宣伝費     947    1,124

    調査費     10,709    13,135

      調査費    1,700   1,954

      委託調査費    9,009   11,180

    委託計算費     1,783   1,957

    営業雑経費     2,285    3,114

      通信費    163    167

      印刷費    514    483

      協会費    51    57

      諸会費    18    18

      その他営業雑経費    1,538    2,388

    営業費用計     47,224     56,512

  一般管理費         

    給料     6,601     7,599

      役員報酬     483     453

      給料・手当     4,543     5,116

      賞与     527     572

      賞与引当金繰入額     1,048      1,456

    福利厚生費     969     1,070

    交際費     96     108

    旅費交通費     192     247

    租税公課     508     1,004

    不動産賃借料     1,269     1,298

    退職給付費用     334     349

    役員退職慰労引当金繰入額     6     6

    固定資産減価償却費     478     444

    諸経費     1,888     2,164

    一般管理費計     12,346   14,293

  営業利益     17,368    22,061
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                    (単位:百万円)

             

前事業年度 
(自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日) 

当事業年度 
(自 2024年４月１日 
 至 2025年３月31日) 

  営業外収益         
    受取配当金     32     959

  投資有価証券売却益     220     387

    有価証券償還益     40     183

    受取利息    4   95

  その他     89     76

    営業外収益計     388     1,703

  営業外費用        

  投資有価証券売却損     1    176

    有価証券償還損     196    4

    その他     18    54

    営業外費用計     215     235

  経常利益     17,540    23,528

  特別利益        
 投資有価証券売却益    -  ※１ 380

 固定資産売却益    -  ※２ 110

 特別利益計     -    491

 特別損失        
  固定資産売却損     -   ※３ 101

    システム刷新関連費用     153     -

    投資有価証券評価損     132     -

    特別損失計     286    101

  税引前当期純利益     17,253     23,918

  法人税、住民税及び事業税     5,533     7,763

  法人税等調整額     △139     △ 397

  法人税等合計     5,394     7,366

  当期純利益     11,859     16,552
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(3) 【株主資本等変動計算書】 

 

前事業年度(自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日)  
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当事業年度(自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日)  
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注記事項 

(重要な会計方針) 

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (１) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法により計上しております。 

 

 (２) その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

 (１) 有形固定資産 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物        10～18 年 

器具備品      ４～20 年 

  

 (２) 無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可

能期間(５年間)に基づく定額法によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

 (１) 賞与引当金 

 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

 

 (２) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上

しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、

能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、

執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。 

 

 (３) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末

要支給額を計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負ってお

ります。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬

を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券

投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。 

  



 

68 

５．その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 
当社は株式会社大和証券グループ本社を通算親法人とするグループ通算制度を適用してお

りましたが、2024 年 10 月 1 日の第三者割当増資により、株式会社大和証券グループ本社の

100％子会社ではなくなったため、株式会社大和証券グループ本社を通算親法人とするグルー

プ通算制度から離脱しています。 

 

(重要な会計上の見積り) 

該当事項はありません。 

 

(未適用の会計基準等) 

リースに関する会計基準等 

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第 34 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委

員会) 等 

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年９月 13

日 企業会計基準委員会)等 

  

(１)概要 

IFRS 第 16 号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理

として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相

当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

  

(２)適用予定日 

2028 年 3 月期の期首から適用予定であります。 

  

(３)当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。 

 

(表示方法の変更) 

(損益計算書関係)   

   前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取利息」は、金

額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法

の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた

93 百万円は、「受取利息」4 百万円、「その他」89 百万円として組替えております。 

 

(貸借対照表関係) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額                   

 前事業年度 

(2024 年３月 31 日) 

当事業年度 

(2025 年３月 31 日) 

建物 39 百万円 40 百万円 

器具備品 308 百万円 269 百万円 

 

※２ 関係会社項目                          

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。 

 前事業年度 

(2024 年３月 31 日) 

当事業年度 

(2025 年３月 31 日) 

未払金 236 百万円 － 百万円 
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３  保証債務 

 

前事業年度(2024 年３月 31 日) 

子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,354 百万円に対して保証

を行っております。 

 

当事業年度(2025 年３月 31 日) 

子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,341 百万円に対して保証

を行っております。 

 

(損益計算書関係) 

※１ 投資有価証券売却益の項目   

 前事業年度 

  (自 2023年４月１日 

  至 2024 年３月 31 日) 

当事業年度 

  (自 2024年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日) 

投資有価証券売却益 

 非上場株式 
 

－ 百万円 380 百万円 

 

※２ 固定資産売却益の項目   

 前事業年度 

  (自 2023年４月１日 

  至 2024 年３月 31 日) 

当事業年度 

  (自 2024年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日) 

固定資産売却益 

 美術品 

 ゴルフ会員権    

 

－ 百万円

－ 百万円

83 百万円 

26 百万円 

  

※３ 固定資産売却損の項目   

 前事業年度 

  (自 2023年４月１日 

  至 2024 年３月 31 日) 

当事業年度 

  (自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

固定資産売却損 

 美術品 

 ゴルフ会員権 
－ 百万円 

－ 百万円 

85 百万円 

15 百万円 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(単位：千株) 

 
当事業年度期首

株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

発行済株式     

 普通株式 2,608 － － 2,608

合   計 2,608 － － 2,608
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２．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

 

決議 
株式の種類

剰余金の配当の
総額(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日

2023年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 10,316 3,955 
2023年 
３月31日 

2023年 
６月27日 

 
 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 2024 年６月 19 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次

のとおり提案しております。 

① 剰余金の配当の総額     11,858百万円  

② 配当の原資 利益剰余金 

③ １株当たり配当額 4,546円 

④ 基準日 2024年３月31日 

⑤ 効力発生日 2024年６月20日 

 

当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(単位：千株) 

 
当事業年度期首

株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

発行済株式     

 普通株式 2,608 652 － 3,260

合   計 2,608 652 － 3,260

2024 年 10 月１日付で株式会社かんぽ生命保険より第三者割当増資に係る払込を受け、

株式を発行しております。 

 

２．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

 

決議 
株式の種類

剰余金の配当の
総額(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日

2024 年６月 19 日 
定時株主総会 

普通株式 11,858 4,546 
2024 年 
３月31日 

2024 年 
６月20日 

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 2025 年６月 19 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次

のとおり提案しております。 

① 剰余金の配当の総額     16,551百万円  

② 配当の原資 利益剰余金 

③ １株当たり配当額 5,076円 

④ 基準日 2025年３月31日 

⑤ 効力発生日 2025年６月20日 
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(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っておりま

す。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。 

 
(２)金融商品の内容及びそのリスク 

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの

財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等によ

り一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有

価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、

価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、

子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の

信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒され

ております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。 

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主

にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。

これらは、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

 

(３) 金融商品に係るリスク管理体制 

①市場リスクの管理 

(ⅰ)為替変動リスクの管理 

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討

を行っております。 

(ⅱ)価格変動リスクの管理 

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討

を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議

において報告を行っております。 

②信用リスクの管理 

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスク

マネジメント会議において報告を行っております。 
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２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。ま

た、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。 

 

前事業年度(2024 年３月 31 日) 

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 

 (単位：百万円)

  
貸借対照表計上額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券 144 8,141 － 8,285

資産合計 144 8,141 － 8,285

 

当事業年度(2025 年３月 31 日) 

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 

 (単位：百万円)

  
貸借対照表計上額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券 2,230 7,968 － 10,199

資産合計 2,230 7,968 － 10,199
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(２)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債 

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(１年以

内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま

す。 

 

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

 

有価証券及び投資有価証券 

   市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用でき

ることから、その時価をレベル１に分類しております。当社が保有している証券投資信託の

うちレベル１の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価

額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類してお

ります。 

 

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時

価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めており

ません。 

 (単位：百万円) 

区分 前事業年度 当事業年度 

非上場株式 666 342 

子会社株式 1,448 1,386 

関連会社株式 2,027 2,027 

 

(有価証券関係)  

１．子会社株式及び関連会社株式 

前事業年度(2024年３月31日) 

子会社株式(貸借対照表計上額 1,448百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027

百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。 

 

当事業年度(2025年３月31日) 

子会社株式(貸借対照表計上額 1,386百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027

百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。 
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２．その他有価証券 

前事業年度(2024年３月31日) 

 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
 

(１)株式 144 55 89

(２)その他 6,597 4,268 2,329

小計 6,742 4,323 2,419

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
 

その他 1,543 1,756 △213

小計 1,543 1,756 △213

合計 8,285 6,079 2,205

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666百万円)については、市場価格がないことから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。 

 

当事業年度(2025年３月31日) 

 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
 

(１)株式 120 55 65

(２)その他 7,230 5,161 2,068

小計 7,350 5,216 2,134

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
 

その他 2,848 3,020 △172

小計 2,848 3,020 △172

合計 10,199 8,236 1,962

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 342百万円)については、市場価格がないことから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。 
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３．売却したその他有価証券 

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

種類 
売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

(１)株式 - - -

(２)その他  

証券投資信託 1,455 220 1

合計 1,455 220 1

 

当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

種類 
売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

(１)株式 704 380 -

(２)その他  

証券投資信託 3,039 387 176

合計 3,744 767 176

 

４．減損処理を行った有価証券 

前事業年度において、証券投資信託について132百万円の減損処理を行っております。 
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(退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用して

おります。 

 

２．確定給付制度 

 

 (１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                     

 前事業年度 

 (自 2023年４月１日 

至 2024年３月31日) 

当事業年度 

  (自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

退職給付債務の期首残高 2,276百万円 2,227百万円 

 勤務費用 138
  

149 

 退職給付の支払額 △ 266
  

△ 166 

 その他 78
 

89 

退職給付債務の期末残高 2,227
 

2,300 

 

(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

 前事業年度 

  (自 2023年４月１日 

  至 2024年３月31日) 

当事業年度 

   (自 2024年４月１日 

   至 2025年３月31日) 

非積立型制度の退職給付債務 2,227 百万円 2,300 百万円 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額 
2,227 2,300          

退職給付引当金 2,227 2,300 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額 
2,227 2,300 

 

(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額                               

  
前事業年度 

(自 2023年４月１日 

  至 2024年３月31日) 

当事業年度 

 (自 2024年４月１日 

  至 2025年３月31日) 

勤務費用 138 百万円 149 百万円 

その他 9 8 

確定給付制度に係る退職給付費用 147 158 

 (注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。 

 

３．確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度187百万円、当事業年度191百万円でありま

す。 
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳           

(単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2024年３月31日) 

当事業年度 

(2025年３月31日) 

繰延税金資産   

  退職給付引当金 681 724

  賞与引当金 262 340

  未払事業税 197 260

 投資有価証券評価損 204 171

 株式報酬費用 115 150

 関係会社株式評価損 155 87

  出資金評価損 94 14

 システム関連費用 25 -

  その他 173 157

繰延税金資産小計  1,910 1,907

 評価性引当額 △ 486 △ 277

繰延税金資産合計   1,424 1,629

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △ 740 △ 633

 連結法人間取引(譲渡益) △ 159 -

繰延税金負債合計 △ 899 △ 633

繰延税金資産の純額 524 995

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

前事業年度(2024年３月31日) 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため注記を省略しております。 

 

当事業年度(2025年３月31日) 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため注記を省略しております。 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

  「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年３月31日に国会で成立

し、2026年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設に伴う法人税率等の引

上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の30.62%から2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込

まれる一時差異については31.52%となります。 

  この税率変更により、繰延税金資産が22百万円増加、法人税等調整額が22百万円減少してお

ります。
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(収益認識関係) 

(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、

証券投資信託に関する運用に係る業務が 91,634 百万円、その他 1,233 百万円であります。 

 

(２) 収益を理解するための基礎となる情報 

(重要な会計方針)の４．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。 

 

(３) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関

係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると

見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

(セグメント情報等) 

 

［セグメント情報］ 

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 

［関連情報］ 

１.サービスごとの情報 

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し

ております。 

 

２.地域ごとの情報 

(１)営業収益 

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超える

ため、記載を省略しております。 

 
(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。 

 

３.主要な顧客ごとの情報 

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。 

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 

 

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

  該当事項はありません。 
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[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 

該当事項はありません。 

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 

該当事項はありません。 

 

(関連当事者情報) 

 

１．関連当事者との取引 

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等 

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有(被

所有)割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)役員の 

兼任等

事業上

の関係

親会社 

㈱大和証券 

グループ本

社 

東京都 

千代田区 
247,397 

証券持

株会社

業 

被所有

100.0
あり 

経営管

理 

資金の貸付 11,100 
関係会社 

短期貸付金
23,400

利息の受取 

(注) 
0 － －

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としておりま

す。なお、担保は受け入れておりません。 

 

当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有(被

所有)割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)役員の 

兼任等

事業上

の関係

親会社 

㈱大和証券 

グループ本

社 

東京都 

千代田区 
247,397 

証券持

株会社

業 

被所有

80.0
あり 

経営管

理 

資金の貸付 63,600 
関係会社 

短期貸付金
70,000

利息の受取 

(注１) 
89 － －

その他の

関係会社 

㈱かんぽ生

命保険 

東京都 

千代田区 
500,000 

生命保

険業 

被所有

20.0
あり 

投資顧

問契約

の締結 

投資顧問報酬 

(注２) 
215 － －

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としており

ます。なお、担保は受け入れておりません。 

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。 
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(イ)財務諸表提出会社の子会社 

前事業年度(自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 

(百万円) 

事業の

内容 

議決権等 

の所有(被

所有)割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)役員の 

兼任等

事業上

の関係

子会社 

Daiwa Asset 

Management 

(Singapore) 

Ltd. 

Singapore 133 

金融商

品取引

業 

所有 

直接 100.0
なし 

経営管

理 

債務保証 

(注) 
2,354 － －

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、

及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の

総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。 

 

当事業年度(自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 

(百万円) 

事業の

内容 

議決権等 

の所有(被

所有)割合

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)役員の 

兼任等

事業上

の関係

子会社 

Daiwa Asset 

Management 

(Singapore) 

Ltd. 

Singapore 133 

金融商

品取引

業 

所有 

直接 100.0
なし 

経営管

理 

債務保証 

(注) 
2,341 － －

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、

及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の

総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。 

 

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

前事業年度(自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日) 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有(被所

有)割合(％)

関係内容 

取引の内容 

取引金額 

(百万円) 

(注１) 

科目 
期末残高

(百万円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係 

同一の親

会社をも

つ会社 

大和証券㈱ 
東京都 

千代田区 
100,000 

金融商品

取引業 
  － なし 

証券投資信

託受益証券

の募集販売

証券投資信託

の代行手数料 

(注２) 

13,749 未払手数料 3,491

本社ビルの

管理 

不動産の賃借

料(注３) 
1,030 

長期差入保

証金 
1,010

同一の親

会社をも

つ会社 

㈱大和総研 
東京都 

江東区 
3,898 

情報サー

ビス業 
  － なし 

ソフトウェ

アの開発・

保守 

ソフトウェア

の購入・保守 

(注４) 

902 未払費用 87
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取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。 

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す

る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数

料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。 

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、

購入価格を決定しております。 

 

当事業年度(自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日)   

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有(被所

有)割合(％)

関係内容 

取引の内容 

取引金額 

(百万円) 

(注１) 

科目 
期末残高

(百万円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係 

同一の親

会社をも

つ会社 

大和証券㈱ 
東京都 

千代田区 
100,000 

金融商品

取引業 
  － なし 

証券投資信

託受益証券

の募集販売

証券投資信託

の代行手数料 

(注２) 

15,779 未払手数料 3,657

本社ビルの

管理 

不動産の賃借

料(注３) 
1,038 

長期差入保

証金 
1,037

同一の親

会社をも

つ会社 

㈱大和総研 
東京都 

江東区 
3,898 

情報サー

ビス業 
  － なし 

ソフトウェ

アの開発・

保守 

ソフトウェア

の購入・保守 

(注４) 

857 未払費用 77

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。 

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す

る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数

料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。 

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、

購入価格を決定しております。 
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２.親会社に関する注記 

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場) 

 

(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自  2023年４月１日 
至 2024年３月31日) 

当事業年度 
(自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日) 

１株当たり純資産額    15,956.63円 

１株当たり当期純利益    4,546.57円 

１株当たり純資産額    30,254.44円 

１株当たり当期純利益    5,642.31円 

(注１) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

(注２) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
前事業年度 

(自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日) 

当事業年度 
(自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日) 

当期純利益(百万円) 11,859 16,552 

普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,933,697 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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４【利害関係人との取引制限】 

  

 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

げる行為が禁止されています。 

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行

なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜

させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 

② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に

欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの

として内閣府令で定めるものを除きます。)。 

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社

の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品

取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい

ます。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し

ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令

で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デ

リバティブ取引を行なうこと。 

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の

方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運

用を行なうこと。 

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、

投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお

それのあるものとして内閣府令で定める行為。 

 

５【その他】 

 

ａ. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

 2024 年 5 月 15 日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき 2024

年 10 月 1 日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。 

 

 2025 年 3 月 31 日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株

式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベ

ストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしま

した。 

 

2025 年 7 月 1 日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

（旧商号：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社）を子会社化いたしました。 

 

ｂ. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

追加型証券投資信託 

 

（ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド

（毎月分配型）） 

 

約     款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和アセットマネジメント株式会社 



 

 

運用の基本方針 
 

 

約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 
 

１．基本方針 
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 

 

２．運用方法 
(1) 投資対象 

次の有価証券を主要投資対象とします。 
イ．米国デラウェア州籍の法定信託「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド

（クラスI）」（以下「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド」といいます。）

の投資証券（米ドル建） 
ロ．ダイワ・マネー・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券 

(2) 投資態度 
① 主として、ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンドの投資証券への投資を通

じて、主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資を行ない、信託財産の着

実な成長と安定した収益の確保をめざします。 
② 当ファンドは、ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンドとマザーファンドに

投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ブラックストーン・プライベート・

クレジット・ファンドへの投資割合を高位に維持することを基本とします。 
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される

とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれ

ないことがあります。 
(3) 投資制限 
① 株式への投資制限 

株式への直接投資は、行ないません。 
② 投資信託証券への投資制限 

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 
③ 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 
 

３．収益分配方針 
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 
② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額

が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、当初設定日から第4計算期末まで

は、収益の分配は行ないません。 
③ 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 
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追加型証券投資信託 
（ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）） 

約     款 
 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住

友信託銀行株式会社を受託者とします。 
② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けま

す。 
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい

て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を

受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1

項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第17条

第1項、同条第2項および第22条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託

することができます。 
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが

ない場合に行なうものとします。 
（信託の目的および金額） 
第 2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこ

れを引き受けます。 
（信託金の限度額） 
第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 
（信託期間） 
第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から2035年6月27日までとします。 
（受益権の取得申込の勧誘の種類） 
第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合

に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。 
（当初の受益者） 
第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と

し、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し

ます。 
（受益権の分割および再分割） 
第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,000億口を上限として、追加信託によって生

じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割し

ます。 
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいま

す。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 
③ 前項の規定により受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未

満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座

管理機関ごとに行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受

益権の再分割の比率に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることと

なる場合には、委託者が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額につい

ては益金として計上することとします。 
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
第 8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の

口数を乗じた額とします。 
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協

会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総

額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した

金額をいいます。 
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の

資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
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客電信売買相場の仲値によって計算します。 
④ 第20条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 
（信託日時の異なる受益権の内容） 
第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらか

じめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定

する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管

理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」

といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿

に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する

者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証

券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する

場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記

名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。

振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える

振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 
（受益権の設定にかかる受託者の通知） 
第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じ

た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に

かかる信託を設定した旨の通知を行ないます。 
（受益権の申込単位および価額） 
第12条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金

融商品取引業を行なう者をいいます。）および登録金融機関（金融商品取引法第2条第11項に規定

する登録金融機関をいいます。）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）は、第7条第1項

の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として指

定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社

と別に定める積立投資約款に従い積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもっ

て取得の申込に応じることができるものとします。 
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設

されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に

当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、

当該取得申込の代金（第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）

の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行

なうことができます。 
③ 第1項の規定にかかわらず、指定販売会社は、2025年6月30日を取得申込受付日とする受益権の

取得申込の受付を行ないません。 
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の属する月の翌月の27日（当該日が休業日の場合に

は翌営業日とします。）の基準価額に、指定販売会社が別に定める手数料ならびに当該手数料に

かかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価

額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円

に、指定販売会社が別に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加

算した価額とします。 
⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受

益権の価額は、原則として、第30条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 
⑥ 前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商

品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以

下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託
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者が追加設定を制限する措置をとった場合には、指定販売会社は、取得申込の受付を中止する

ことができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。 
（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでな

い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関

を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または

記録が行なわれるよう通知するものとします。 
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断し

たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 
（受益権の譲渡の対抗要件） 
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 
（投資の対象とする資産の種類） 
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

 1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいい

ます。以下同じ。） 
イ．有価証券 
ロ．約束手形 
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げる

もの 
 2. 次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 
第16条 委託者は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信

託銀行株式会社を受託者として締結された次の第1号に掲げる親投資信託（以下「マザーファン

ド」といいます。）の受益証券、次の第2号に掲げる外国投資証券（以下「組入外国投資証券」

といいます。）、ならびに次の第3号から第6号までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項

の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図

することができます。 
 1. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券 
 2. 米国デラウェア州籍の法定信託「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド

（クラスI）」の投資証券（米ドル建） 
 3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 
 4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 
 5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
 6. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に限ります。） 
なお、第1号に掲げる投資信託の受益証券および第2号に掲げる外国投資証券を以下「投資信

託証券」といいます。 
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す

ることを指図することができます。 
 1. 預金 
 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 
 3. コール・ローン 
 4. 手形割引市場において売買される手形 

③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
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託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用

することを指図することができます。 
（利害関係人等との取引等） 
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び

投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産

と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者

が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。）および受託者の利害関係人、第22条第1

項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間

で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第20条、第25条から

第27条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。 
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうこ

とができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうこと

ができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同

様とします。 
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない

場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品

取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または

委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲

げる資産への投資等ならびに第20条、第25条から第27条までに掲げる取引その他これらに類する

行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等なら

びに当該取引、当該行為を行なうことができます。 
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第

3項の通知は行ないません。 
（運用の基本方針） 
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行

ないます。 
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 
第19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 
（外国為替予約取引の指図） 
第20条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう

ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額

をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予

約取引の指図をすることができます。 
（信用リスク集中回避のための投資制限） 
第21条 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとな

った場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整

を行なうこととします。 
（信託業務の委託等） 
第22条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信

託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人

を含みます。）を委託先として選定します。 
 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 
 2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら

れること 
 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行

なう体制が整備されていること 
 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適

合していることを確認するものとします。 
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認め
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る者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
 1. 信託財産の保存にかかる業務 
 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 
 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行

為にかかる業務 
 4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 
第23条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融

商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいい

ます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペー

パーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金

融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 
（信託財産の登記等および記載等の留保等） 
第24条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあり

ます。 
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、

すみやかに登記または登録をするものとします。 
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属

する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理す

るものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し

て管理することがあります。 
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計

算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 
（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 
第25条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産

に属する有価証券の売却等の指図ができます。 
（再投資の指図） 
第26条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価

証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
（資金の借入れ） 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を

目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をも

って有価証券等の運用は行なわないものとします。 
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの

間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額

は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金

借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。 
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

（損益の帰属） 
第28条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し

ます。 
（受託者による資金の立替え） 
第29条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者

は資金の立替えをすることができます。 
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収

入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて
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信託財産に繰り入れることができます。 
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ

れを定めます。 
（信託の計算期間） 
第30条 この信託の計算期間は、毎月28日から翌月27日までとします。ただし、第1計算期間は、2025

年6月30日から2025年7月27日までとします。 
② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」

といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から

次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。 
（信託財産に関する報告等） 
第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。 
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告

は行なわないこととします。 
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこ

とのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害する

おそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはでき

ないものとします。 
（信託事務の諸費用および監査報酬） 
第32条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息およ

び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下

「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて

益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）

は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 
（信託報酬等の額および支弁の方法） 
第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産

の純資産総額に年10,000分の129の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に

定めます。 
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から

支弁します。 
（収益の分配方式） 
第34条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

 1. 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」と

いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控

除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてる

ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 
 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託

報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき

は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次

期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第35条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日

において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか

る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため

指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし

ます。）に支払います。 
② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
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受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の

翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に

対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取

得申込により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録され

ます。 
③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下

同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関

等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行な

われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取

得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原

則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座

において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 
④ 一部解約金は、一部解約請求受付日の属する月の翌々月の25日の10営業日後の日から起算して、

原則として、5営業日目から受益者に支払います。ただし、組入外国投資証券の売却や売却代金

の入金が遅延した場合等には、一部解約金の支払いを延期する場合があります。 
⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指

定販売会社の営業所等において行なうものとします。 
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託

時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 
第36条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につ

いては前条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第4項に規定する支払

開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解

約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 
（収益分配金および償還金の時効） 
第37条 受益者が、収益分配金については第35条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請

求しないときならびに信託終了による償還金については同条第3項に規定する支払開始日から10

年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託

者に帰属します。 
（信託契約の一部解約） 
第38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を1口単位として指定販売会社が定める単

位（積立投資契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。）をもって、毎年2月、5月、

8月および11月の1日（当該日が休業日の場合には翌営業日とします。）から20日（当該日が休業

日の場合には前営業日とします。）までに、委託者に一部解約請求をすることができます。ただ

し、信託契約締結日から2025年10月31日までは、一部解約請求の受付を行ないません。 
② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。な

お、前項の一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当

該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部

解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該

振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の属する月の翌々月の25日の10営業日後の日の

基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。 
④ 受益者が第1項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行な

うものとします。 
⑤ 組入外国投資証券の売却注文の不成立または一部不成立等により投資対象資産の資金化が困難

な場合、委託者が組入外国投資証券の価値に影響する事象を認識し基準価額への影響が大きい

と判断した場合等には、委託者は、第1項による一部解約請求の受付を中止することができるほ

か、すでに受け付けた一部解約請求の全部または一部を取消すことができるものとします。 

⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事

情があるときは、第1項による一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付
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けた一部解約請求を取消すことができるものとします。 
（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 
第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款による

ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 
（信託契約の解約） 
第40条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合もしくはこの

信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発

生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま

す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
② 委託者は、この信託が主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合には、

受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託

者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない

ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項

を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面

をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約

にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に

ついて賛成するものとみなします。 
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数

をもって行ないます。 
⑥ 第3項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、あるいは、

委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に

かかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しま

せん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3

項から前項までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。 
（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契

約を解約し信託を終了させます。 
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定

に従います。 
（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託

会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第45条の書面決議で否決された場合を除き、

当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 
第43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。 
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を承継させることがあります。 
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 
第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違

反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益

者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判

所が受託者を解任した場合、委託者は、第45条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受

益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 
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（信託約款の変更等） 
第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資

信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい

ます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする

旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法に

よって変更することができないものとします。 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に

限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当

する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行

ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の

内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知

れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款

にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に

ついて賛成するものとみなします。 
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数

をもって行ないます。 
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお

いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。 
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって

も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された

場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。 
（反対者の買取請求権） 
第46条 第40条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い重大な信託約款の変

更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した

受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第40条第3項

または前条第2項に規定する書面に付記します。 
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 
第47条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうこと

はできません。 
 1. 他の受益者の氏名または名称および住所 
 2. 他の受益者が有する受益権の内容 

（運用状況にかかる情報の提供） 
第48条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁

的方法により提供します。 
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交

付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。 
（信託期間の延長） 
第49条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者

と合意のうえ、信託期間を延長することができます。また、委託者は、組入外国投資証券の売

却注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると判断した場合等には、受託者と

合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合、延長後の信託期間終了日におい

ても当該事由が解消しないときは同様とします。 

② 委託者は、第4条、第40条第1項または同条第2項の規定による信託期間終了日に信託を終了で

きない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長します。

この場合、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しないときは同様とします。 

（公告） 
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第50条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま

す。 
https://www.daiwa-am.co.jp/ 

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の

公告は、日本経済新聞に掲載します。 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第51条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 

（付   則） 
 

第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社

が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし

ます。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 
第 2条 第35条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受

益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する

「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものと

します。 
 

 

2025年6月30日 
 

 

 

委託者   大和アセットマネジメント株式会社 
 

 

受託者   三井住友信託銀行株式会社 
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